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柔軟な働き方に関する検討会 報告（案） 
 

平成●年●月●日 
柔軟な働き方に関する検討会 

 
１．議論の経過 

「柔軟な働き方に関する検討会」は、平成 29 年 10 月から●回開催され、雇用

型テレワーク、自営型（非雇用型）テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き

方について、その実態や課題の把握及びガイドラインの策定等に向けた検討を行

ってきた。 

 
２．議論の内容等 
（１）雇用型テレワーク 

「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 28 日働き方改革実現会議決定）に

基づき、本検討会において議論した結果、別添１の内容のとおり、「情報通信

機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改正

し、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガ

イドライン」とするとともに、広く周知を図っていくことが必要と考える。 

 
（２）自営型テレワーク 

「働き方改革実行計画」に基づき、本検討会において議論した結果、別添２

の内容のとおり、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を改正し、

「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」とするとともに、広

く周知を図っていくことが必要と考える。 

なお、ガイドラインの対象については、現行のガイドラインでは事業者性の

弱いものを保護の必要性が高いものととらえており、今後とも、その考え方は

維持すべきである。 

自営型テレワークの適正な実施のためのガイドラインの周知については、 

・ 現行のガイドラインは認知度が低いため、自営型テレワーカーに直接発注

する注文者だけでなく仲介事業者も含めた関係者にガイドラインを周知・広

報する。 

・ ガイドラインの内容を適切に反映した実際に使いやすい契約書のひな形を

併せて周知することで、ガイドラインが受発注の実務において有効に機能す

るようにする。 

等の対応が必要である。 
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（３）副業・兼業 
労働者が副業・兼業を行う理由は、自分がやりたい仕事であること、十分な

収入の確保等さまざまであり、業種や職種によって仕事の内容、収入等も様々

な実情があるが、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキ

ルアップを図りたいなどの希望を持つ労働者がいることから、こうした労働者

については、長時間労働、企業への労務提供上の支障や企業秩序への影響等を

招かないよう留意しつつ、雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広

く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である。そこで、行政として、 
① 厚生労働省で示しているモデル就業規則の規定を、労務提供や企業秩序に

影響が生じる場合等以外は副業・兼業を認める内容に改めること 
② 労働者と企業それぞれの留意点とその対応方法を示すこと 
③ 労働者が副業・兼業を実現している好事例を周知していくこと 
が必要である。 
このため、別添３、４の内容のとおり、副業・兼業の現状や推進の方向性、

労働者と企業それぞれの留意点と対応方法等を盛り込んだガイドラインを策

定するとともに、モデル就業規則を改定し、広く周知を図っていくことが必要

と考える。また、いずれの形態の副業・兼業においても、長時間労働にならな

いよう、別添３の３～５に留意して行われることが必要である。 
また、現行制度の解釈については、誰がどのような場合にどのような義務を

負うのか、早期に具体的な整理を示すべきである。 
なお、副業・兼業に関わる制度的課題として、 
○労働時間・健康管理（労働時間通算） 
・ 労働時間通算の在り方については、通達発出時と社会の状況や労働時

間法制が異なっているという社会の変化を踏まえて、見直すべきである。 
・ 副業・兼業にかかる労働時間を適切に把握し、労働時間通算規定など

の現行の労働時間ルールを遵守すべきである。 
○労災保険 
・ 複数就業者の労災保険給付額について、事故が発生した就業先の賃金

分のみを算定基礎としているという課題があり、副業先の賃金を合算し

て補償できるよう、検討すべきである。 
○雇用保険、社会保険 
・ 雇用保険の複数就業者の適用について、検討すべきである。 
・ 併せて、社会保険の複数就業者の適用について、検討すべきである。 

という意見があったところであり、今後、別途検討を行うことが必要である。

また、副業・兼業と企業の安全配慮義務との関係に留意することが必要である

という意見もあった。 
おって、ガイドラインは、副業・兼業の社会的な広がり等を踏まえ、今後、

必要な改定を行っていくことが必要である。 


